
敬老祝金の支給基準の見直しについて 

令和７年６月 高齢者課 

 

 

１．高齢化と人口減少 

 わが国では今年（令和７年）、いわゆる「団塊の世代」が全員７５歳以上と

なり、「およそ５人に１人が後期高齢者」という時代に突入しました。  

１５年後の２０４０年（令和２２年）には、総人口に占める６５歳以上人口

の割合（高齢化率）が約３５パーセントに達し、さらなる「平均寿命の延伸」

や「６５歳の人が９０歳・１００歳まで生存する確率の上昇」も見込まれてい

ます。そして、こうした急速な高齢化の進行によって、医療や介護を必要とす

る高齢者等がますます増加し、そうした人たちを社会全体で支える体制をど

のように整えていくかが大きな課題となります。 

 こうしたなか、本市における令和５年１０月１日時点の高齢化率は３２．２

パーセントと、国全体の高齢化率（２９．１パーセント）を上回るスピードで

高齢化が進行しており（令和７年３月末時点では３２．４パーセント）、今後

ますます、医療・介護・老人福祉などに関する財政負担の増大が見込まれるこ

とから、それを見越した将来的な財源の確保や世代間の公平性の維持が急務

となっています。 

 

２．敬老祝金の支給基準（現行） 

本市では、平和で豊かな時代をつくり上げてこられた方々への敬意と感謝

の気持ちを表し、長寿をお祝いすることを目的として、「善通寺市敬老祝金支

給条例」の規定に基づいて、敬老祝金を支給しています。 

 

⑴支給対象者と支給金額  

７７歳の方  １万円  

８８歳の方  ２万円  

９９歳の方  ３万円  

１００歳以上の方  ３万円  



⑵支給対象者及び支給額（県内他市との比較）  

 ７７歳  ８０歳  ８８歳  ９９歳  １００歳  
１００歳  

以上  

男女  

最高齢  

善通寺市  １万円  ２万円 ３万円  ３万円  

Ａ市    ３千円  ５千円  １万円 

Ｂ市   １万円 ２万円 ３万円    

Ｃ市   １万円 ２万円 ３万円    

Ｄ市   ５千円 １万円   １万円  

Ｅ市    １万円   １万円  

Ｆ市    ５千円 ５千円  ５千円  

Ｇ市   ５千円 １万円 ２万円    

※一部、記念品又は商品券での支給あり 

 

⑶現行基準における敬老祝金の支給者数と支給総額の推移と見込み  

（単位：人、千円）  

本市においては、高齢化の進行によって、敬老祝金の支給総額は増加傾向に

あり、令和１１年度には１，４４５万円に達する見込みです。 
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３．敬老祝金の支給基準の見直し 

（善通寺市敬老祝金支給条例の一部改正） 

こうした状況を踏まえて、多年にわたって社会に尽くしてきた高齢者を敬

愛し、長寿を祝うことを目的として支給する敬老祝金について、その趣旨は最

大限尊重したうえで、県内他市の支給基準との権衡を考慮し、また、非常に厳

しい財政状況にあっても、高齢者をはじめ、あらゆる世代の市民にとっての住

みよさの実現を目指していくための財源を確保するため、次のとおり、支給基

準の見直しを検討しています。 

 

⑴支給基準の見直し案  

 現行 改正案 

７７歳の方 ①  １万円  支給無  

８０歳の方 ①  支給無  １万円  

８８歳の方  ２万円  ２万円  

９９歳の方  ３万円  ３万円  

１００歳以上の方 ② ３万円  １万円  

 

① ７７歳の方への支給を８０歳の方への支給に見直します。  

≪理由≫  

我が国における平均寿命は、平成の３０年間で約５年以上伸びてお

り、さらに、２０４０年にかけても伸びる傾向にあるなか、国の調べに

よる「人々の意識における 高齢者像」も、より「高年齢寄り」に変化し

てきていることなどを踏まえての見直しです。 

※参考 

令和４年度の平均寿命 ： 男性８１．５歳 ／ 女性８７．０９歳 

② １００歳以上の方への支給額を３万円から１万円に見直します。  

≪理由≫  

１００歳以上の方への「長寿のお祝いの気持ち」は大切にしつつ、１

００歳以上の方へは、毎年の支給であることに鑑みて、支給額を３万円

から１万円に見直すものです。 

 

（注）支給基準の見直し後（一部改正条例の施行日以降）において、８０

歳に達した方であっても、改正前の支給基準によって、７７歳に達



した年に敬老祝金の支給を受けた方については、見直し後の基準に

よる「８０歳の方への敬老祝金」は支給されません。 

 

⑵現行基準と見直し案との支給総額の比較  

（令和６年度の対象者人数を用いた試算）  

《現行 計》 

 

１， ３０１万円 

 

【７７歳】 

 

＠１万円×５７２人 

＝５７２万円 

【８８歳】 

 

＠２万円×２３４人 

＝４６８万円 

【９９歳】 

 

＠３万円×３０人 

＝９０万円 

【１００歳以上】 

 

＠３万円×５７人 

＝１７１万円 

《見直し案》 

 

８６３万円 

△４３８万円 

【８０歳】 

 

＠１万円×２４８人 

＝２４８万円 

【８８歳】 

 

＠２万円×２３４人 

＝４６８万円 

【９９歳】 

 

＠３万円×３０人 

＝９０万円 

【１００歳以上】 

 

＠１万円×５７人 

＝５７万円 

 


